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独占禁止法第３条（不当な取引制限の禁止）の規定に違反す
る行為を行っていたとして，令和７年１２月１９日に公正取
引委員会から排除措置命令を受けた。

独占禁止法違反行為令和 8年 2月10日 から
（株）トーニチコンサルタント東京都渋谷区本町１丁目１３番３号

令和 8年 4月 9日
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